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https://www.british-hills.co.jp/

〒962-0622
福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8
TEL: 0248-85-1313
Mail: hills@british-hills.co.jp @BritishHillsJapan

EnglishEnglish

2026.8月 10日→ 16日

CampCamp

  この夏、福島の英国で過ごす、英語の世界。この夏、福島の英国で過ごす、英語の世界。

国内留学国内留学のその先へ！のその先へ！

１週間英語漬け１週間英語漬け

都会の喧騒から逃れ、自然あふれる環境都会の喧騒から逃れ、自然あふれる環境

テーブルマナー＆コースディナーテーブルマナー＆コースディナー

英国マナーを身に着ける英国マナーを身に着ける

同じ目的を持ったグループワーク同じ目的を持ったグループワーク

>>

>>

>>

>>



BRITISH HILLS 2026

大内宿大内宿江戸時代
の風情が

残る宿場
町

鶴ヶ城鶴ヶ城
日本100名城にも選出

さざえ堂さざえ堂

構造のは世界で唯一

日帰りで会津へ遠足日帰りで会津へ遠足

01. 02.

03. 04.

A WEEK IMMERSED IN ENGLISH MAKE NEW FRIENDS

PRE-CAMP SUPPORT CULTURE EXCURSION

１週間英語漬け
本格的な英国の建物やダイニング、そして英語漬
けの環境で、まるで海外旅行に来たような気分を
味わえます。
レッスンでコミュニケーション能力をグッと伸ば
し、多種多様な国際色豊かなスタッフとの交流
で、習得したスキルをその場ですぐに試せます！

同じ目的を持ったグループワーク
より深く、より実践的に！チームで取り組む経験が
真のコミュニケーション力を育む。あなたの英語力
を、本物の環境で解き放ちませんか？

事前説明会・Q＆A	 	 	
気になることは事前にクリア。
参加者・保護者からの質問大歓迎。	 	
	
オンラインレッスン	 	 	
事前オンラインのサポートあり。出発前のウォーム
アップでキャンプ前につながる安心。	 	 	

ONE-WEEK COURSE

NEW!

Spend your summer enjoying the “Britain anyone can visit without a passport” 
and take the next step on your English journey!

Study English in Japan!
Study English in Japan!

日帰りで会津へ遠足
特別1週間コースのグループプロジェクトでは、歴
史的な「サムライシティ」会津若松を訪問します！ 
地域の豊かな歴史について学び、歴史的建造物を
間近で体験。

NEW!

FULL COURSE SCHEDULE AUGUST 10-16, 2026
2026年８月10日(月）12:30 ～16（日） 12:30		

〉到着

Arrive at British Hills
- Guide to Dining
- Check-in, Orientation 
- Manor House Tour 
- Lunch
- Lesson 1

Day 2(火) & 3(水)

〉英語と文化

Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5

Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8

Day 1(月)

Day 4(木)

〉日帰り旅行

  Day trip to Aizu! 
大内宿 → 鶴ヶ城 
→ 飯盛山 → 
野口英世記念館

Day 5(金) & 6(土)

〉英語と文化

Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11

Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14

Day 7(日)

〉 修了

- Check-out
- Lesson 15 & 
  Closing Ceremony
- Lunch
Leave British Hills

DINNER WITH A 
TEACHER

あかべこ絵付け

NEW!



クラシックな英国式ボーディングスクールをイメージした寮に滞在。 
イングランドの国花であるバラが、息をのむ美しさで咲き誇る
ローズガーデンを体験。マナーハウスツアーで、細部にまで
徹底的にこだわった美しい建築の魅力を発見。

お部屋：洋室ツイン、シャワー・トイレ共用
※男女の人数によってはシングルないしは4ベッドのお部屋を使用する場合があります。

豪華で洗練されたレフェクトリーで、まずは英国式テーブルマナーを学び、
その後は贅沢なフルコース（5品）を堪能！

さらに、ブリティッシュヒルズの先生と一緒に食事をしながら、
リラックスした特別な時間の中で、「生きた英会話」を実践できます！

食事回数：朝食6回・昼食7回・夕食6回

A TRULY BRITISH ATMOSPHERE

FINE DINING

基本情報 
日程：2026年８月10日(月）12:30 ～16（日） 12:30

ブリティッシュヒルズ　現地集合・解散
対象：中学１年生～高校３年生	
レベル：準２級～準１級
最少催行人員：15名
食事回数：朝食6回・昼食7回・夕食6回
お部屋：洋室ツイン、シャワー・トイレ共用

※男女の人数によってはシングルないしは4ベッドの
お部屋を使用する場合があります。

利用バス会社：福島交通（又は提携バス会社：パール交通）
添乗員：8月13日の日帰りバスツアーのみ同行します。

FULL PAYMENT

PARTIAL PAYMENT

旅行代金 ¥ 245,000

¥ 50,000

¥ 195,000

申込金

+残額

実施前スケジュール
5月31日　10:00～　募集開始

7月20日　19:00～　オンライン募集説明会
	 （Q&A時間あり）

7月26日　19:00～20:00　オンラインレッスン①
	 （参加者同士のアイスブレイク/初の交流）

8月2日　19:00～20:00　オンラインレッスン②
	 （ビデオプロジェクトに向けて）

BRITISH HILLS 2026

ONE-WEEK COURSE

More information 
& to apply



ONE-WEEK ENGLISH CAMP
ご旅行条件

株式会社ブリティッシュ・ヒルズ

取消日（契約解除の期日） 取消料（お1人様）

旅行開始日の前日から
起算して

[1] 18日～8日前まで 旅行代金の20％
[2] 7日～2日前まで 旅行代金の30％

[3] 旅行開始日前日 旅行代金の40％
[4] 旅行開始日当日 ([5]を除く) 旅行代金の50％
[5] 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

(3) お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離団された場合は、お客様の権利放棄
とみなし、一切の払い戻しはいたしません。

■ 当社による旅行契約の解除

次の場合、当社は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の不払い、申込条件
の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が
不可能なとき等。
最少催行人員に満たないときも旅行を中止することがあります。この場合、旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知しま
す。

■ 旅程管理等

当社は安全かつ円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の
指示に従っていただきます。
4日目の日帰りバス旅行にのみ添乗員が同行し、それ以外、旅移行開始後、終了まで現地
係員が当社の認める必要な業務を行います。

■ 当社の責任

当社は、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償します。（
手荷物の賠償限度額は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きお一人15万円）

■ お客様の責任

当社はお客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を
申し受けます。

■ 特別補償

当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款（募集型企画旅行の部）別紙の「
特別補償規程」により、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、
身体又は手荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。

■ 旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更（次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴
動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない
運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置）が行わ
れた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サ
ービス提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人
に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度とします。又、変更補償金の額が
1,000円未満の場合はお支払いしません。当社はお客様の同意を得て変更保証金の支払
いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

変更補償金の支払い対象となる変更
（当チラシに記載した内容からの変更）

1件あたりの率（%）
旅行開始前 旅行開始後

1.旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2.入場する観光地又は観光施設（レストランを含む）その他の旅行
目的地の変更 1.0 2.0

3.運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更（変更後
の合計額が当初の合計額を下回った場合に限ります） 1.0 2.0

4.運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5.宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

6.宿泊機関の客室の種類、設備その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

7.前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事
項の変更 2.5 5.0

■ 旅行条件・旅行代金の基準期日

本旅行条件及び旅行代金の基準日は2026年4月30日現在です。
このチラシは、旅行業法12条の4及び5による説明書面、契約書面の一部になります。

《旅行企画・実施》福島県知事登録旅行業　第2-401号
株式会社ブリティッシュ・ヒルズ
福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8　電話番号　0248-85-1323 （9：00-17：30）
旅行業務取扱管理者：小西一弘　　　    （一社）全国旅行業協会 正会員 

■ 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した次に掲げるもの。
①4日目の運送機関の運賃・料金
②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税
③レッスン費（教材を含む）
④旅行保険加入料
⑤旅行日程に明示した4日目の観光に伴う入場・体験料金及び随行する教員の経費
⑥4日目の添乗サービス代金
上記旅行サービスをお客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しいたしません。

■ 旅行代金に含まれない主なもの

前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①旅行日程に含まれていない交通費・宿泊費（ご自宅からBritish Hillsまでの交通費・宿
泊費）
②個人的性質の諸費用（お買い物・飲食等）及びそれに伴うサービス料金・税
③傷害、疾病に関する医療費、医療機関への交通費

■ お申込み条件

(1) 保護者（親権者等）からの申込みが必要です。
(2) ご参加にあたって参加者の年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する
条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(3) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが
あると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

■ 申込み(予約)方法と契約の成立・旅行代金のお支払い

(1) 当社ホームページ上の旅行申込フォームに所定事項を入力のうえ、送信し、当社の承
諾によって予約を受け付けます。ただし、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、
当社が予約を承諾した日の翌日から起算して10日以内に次に定める申込金又は旅行代
金全額をお振込みいただきます。この期間内にいずれかのお支払いがない場合は、当社は、
予約がなかったものとして取り扱います。
申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

申込金の額 旅行代金の額

50，000 円 245，000 円

(2) お客様との契約は、お客様が旅行申込フォームに所定事項を入力の上、送信し、当社
が予約を承諾したのち、当社が申込金ないしは旅行代金全額を受理した時に成立します。
旅行代金の残額（195，000円）は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって14日前ま
でにお支払いいただきます。ただし、14日前以降にお申込みをされた場合は、可能な限り
直ちに全額お支払いいただきます。

■ 旅行契約内容・旅行代金の変更

(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事
由が生じた場合、契約の内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を
変更することもあります。
(2) 著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送
機関の・料金の改訂があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に通知します。
減額する場合は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払戻すべき金額
が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻し
いたします。

■ お客様の交替

お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができま
す。

■ お客様による旅行契約の解除（取消料）

(1) お客様は、いつでも下記の取消料を支払って契約を解除することができます。
(2) 次の場合は取消料をいただきません。
①契約内容に下記「旅程保証」の変更保証金の支払い対象に該当する変更及びその他の
重要な変更があったとき。
②著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改訂によって旅行代金が増額
されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令そ
の他の事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれ
が極めて大きいとき。　
④当社がお客様に対し、旅行開始日の前日までに、最終日程表を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、当初の日程通りの旅行の実施が不可能になったとき。

払戻し期日  旅行開始前の解除…解除の翌日から起算して7日以内
旅行開始後の解除…契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

ここに記載のない事項は別掲のOne-Week English 
Camp（国内募集型企画旅行）条件書によります。


